
利用料金は以下の目安は次表のとおりです。 

※ サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は

四捨五入) 

提供時間帯名 早 朝 昼 間 夜 間 深 夜 

時 間 帯 
午前 6時から 

午前 8時まで 

午前 8時から 

午後 6時まで 

午後 6時から 

午後 10時まで 

午後 10時から

午前 6時まで 

加算割合 100分の 25  100 分の 25 100 分の 50 

 

提供 

時間    

 

内容  

30分未満 
30分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1時間 30分未満 

1時間 30分以上 

2時間未満 

利用料 
利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 

身 

体 

介 

護 

2480円 248円 3920円 392 円 5700 円 570 円 6510 円 651 円 

2時間以上 

2時間 30分未満 

2時間 30分以上 

3時間未満 

3時間以上 

8940 円に 30分毎

に加算 

 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 

7320円 732円 8130円 813 円 810 円 81円 

提供 

時間    

 

内容  

30分未満 
30分以上 

45分未満 

45分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1時間 15分未満 

利用料 
利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 

家 
事 
援 

助 

1020円 102円 1480円 148 円 1910 円 191 円 2310 円 231 円 

1時間 15分以上 

1時間 30分未満 

1時間 30分以上 

3010円に 15分毎

に加算 

  
利用料 

利用者

負担額 
利用料 

利用者

負担額 

2670円 267円 340円 34円 



※ 新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅

介護等を行った場合、または従業者に同行した場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

初回加算 2,000 円 200円 １月あたり 

 

 
※ 居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの

要請を受けてから 24時間以内に行った場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

 

緊急時対応加算 

 

1,000円 

 

100円 

 

1回につき(1月 2回まで) 

※  利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用

者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合（利用者

負担額が上限額を超えた場合（利用者負担額上限額管理結果票の利用者負担上限額

管理結果欄が「３」の場合）に限る）は、以下の料金が加算されます。 

内   容 利用料 利用者負担額  

利用者負担上限額管理加算 1500 円 150 円 1月あたり 

 

※  サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計

画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提

供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画の見直しを行ないます。 

※  サービス提供を行う手順書等により、市町村が２人派遣を認めた場合は、利用者

の同意のもとヘルパー２人を同時派遣しますが、その場合の費用は２人分となり、

利用者負担額も２倍になります。 

※  利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない

場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事

業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。 

※  介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望す

る)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サー

ビス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に介護給

付費等の支給（利用者負担額を除く）を申請してください。 

 

４ その他の費用について 



①交通費 

通常の事業の実施地域以外の地域において居宅介護を行う場合は、次

の額を徴収するものとする。 

（１）実施地域を越える地点から片道５キロメートル未満 無料 

（２）実施地域を越える地点から片道５キロメートル以上 500円 

②キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただい

た時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 

24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12時間前までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12時間前までにご連絡のない場合 １提供あたりの利用者負担相当

額を請求いたします。 

※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

③サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用す

る電気、ガス、水道の費用 

④通院介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 

利用者（お客様）の別途負担

となります。 

 

 

※  福祉・介護職員処遇改善加算 

＜算定は、下記の福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅲの厚生労働大臣が定める基準にい

ずれも適合する加算を算定します。＞ 

福祉・介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

（Ⅱ）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 90/100 

（Ⅲ）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 80/100 

【サービス別加算率】居宅介護加算率 12.3％ 

【算定単位】1月につき 

（注）加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月あたりの総単

位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定します。 

 

５ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 

利用者負担額に

ついて 

 

利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定めら

れており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市

町村に請求することとなっています。 

複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を

行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。 


